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令和８年度指導監査方針等について 

 

１ 基本方針 

 

障害福祉サービス事業者等に対する指導監査は、サービスの質の確保及び給付

の適正化を図るため、厚生労働省が制定した「指定障害福祉サービス事業者等指導

指針」等に基づき実施する。 

 

 

 

２ 重点着眼事項 

 

【集団指導】                                  

 

① 過去の運営指導等における主な指摘事項の事例について、その原因や改善の方

法等を紹介し、事業運営の適正化を図る。 

 

② 行政処分の原因となった不正の概要や要因等を紹介し、不正事案等の発生の未

然防止を図る。 

 

 

【運営指導】                                 

 

⑴ 障害者支援施設・事業所共通事項 

 

① 基本報酬及び各種加算の算定 

ア 関係法令等の内容を理解し、適正な算定及び過誤調整が行われていること。 

イ 前回の実地指導において過誤調整となった事例等について、同様の誤りがな

いこと。 

 

② 人員基準、勤務体制の確保等 

ア 人員基準を満たしていること。 

イ 施設・事業所間の兼務関係等が明確にされていること。 

ウ ハラスメントの内容及び方針を明確化したものを指針として策定し、ハラス

メントに関する相談体制を整備されていること。 

 

③ 障がい者（児）人格尊重及び権利擁護、虐待防止等 

ア 組織としての取組や体制整備が適正に行われていること。 
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イ 虐待が疑われる場合の対応が認識され、適切に実施されていること。 

・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従業者にその結

果を周知徹底されていること。 

・虐待の防止のための指針が整備されていること。 

・従業者に対し、虐待の防止のための研修が定期的に実施されていること。 

・措置を適切に実施するための担当者が設置されていること。 

 

④業務継続計画の策定 

ア 業務継続計画（感染症又は非常災害の発生時において、利用者等に対するサ

ービスの提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再

開を図るための計画）が策定されていること。 

イ 従業者に対し、業務継続計画について周知し、必要な研修及び訓練が定期的      

に実施されていること。 

 

 

 

⑵ 障害者支援施設 

 

① 事故発生の防止及び発生時の対応 

ア 事故の発生を防止するための措置が適切に実施されていること。 

イ 事故が起こった場合の対応が職員に周知され、適切に実施されているこ

と。 

 

② 感染症の予防及びまん延の防止 

ア 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

を定期的に開催し、従業員にその結果を周知徹底されていること。 

イ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針が整備されている

こと。 

ウ 従業員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及

び訓練が定期的に実施されていること 

 

③ 身体拘束等の禁止 

ア 身体拘束、その他入所者の行動を制限する行為等の不適切な処遇を防止す

るための措置を積極的に講じていること。 

イ やむを得ず身体拘束を行う場合に、要件の検討家族の同意が行われている

こと。また、身体拘束を行った場合は、その態様や時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているこ

と。 

・ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、 
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従業者へその結果を周知徹底していること。 

・ 身体拘束等の適正化のための指針が整備されていること。 

・ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修が定期的に実施され 

  ていること。 

 

④ 非常災害対策等 

ア 災害の態様ごとに非常災害に対する具体的な計画が作成されていること。

また、当該計画に定めた訓練が実施されていること。 

イ 「浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」等に所在し、地域防災計画に記載

のある施設については、当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図

るために、必要な事項を定めた避難確保計画が策定されていること。また、

当該計画に沿った避難訓練が実施されていること。 

 

⑤ 個別支援計画作成を含む「一連のプロセス」 

利用者に関する情報収集、アセスメント、多職種による個別支援計画の作

成、モニタリング及び個別支援計画の見直し等の一連のプロセスが適正に行

われていること。 

 

 

 

⑶ 指定障害福祉サービス事業所、指定障害児通所支援事業所 

 

① 個別支援計画作成を含む「一連のプロセス」 

利用者に関する情報収集、アセスメント、多職種による個別支援計画の作

成、モニタリング及び個別支援計画の見直し等の一連のプロセスが適正に行わ

れていること。 

 

② 感染症の予防及びまん延の防止 

ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に

開催し、従業員にその結果を周知徹底されていること。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針が整備されていること。 

ウ 従業員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練が定

期的に実施されていること 

 

③ 非常災害対策等 

ア 災害の態様ごとに非常災害に対する具体的な計画が作成されていること。

また、当該計画に定めた訓練が実施されていること。 

イ 「浸水想定区域」「土砂災害警戒区域」等に所在し、地域防災計画に記載

のある施設については、当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図
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るために、必要な事項を定めた避難確保計画が策定されていること。また、

当該計画に沿った避難訓練が実施されていること。 

 

④ 身体拘束等の禁止 

ア やむを得ず身体拘束を行う場合に、要件の検討や家族の同意が行われてい

ること。また、身体拘束を行った場合は、その態様や時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録している

こと。 

イ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、従

業者にその結果を周知徹底されていること。 

ウ  身体拘束等の適正化のための指針が整備されていること。 

エ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修が定期的に実施されてい

ること。 

 

⑤ 安全管理 

ア 移動のために自動車を運行する際、点呼その他の障がい児の所在を確実に把

握できる方法により、障がい児の所在が確認されていること。また、障がい

児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行するときは、当該自動車にブザ

ーその他の車内の障がい児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて

所在の確認（障がい児の降車の際に限る）が行われていること。※指定障害

児通所支援事業所のみ適用する。 

 

 

⑷ 指定計画相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所 

 

① サービス等利用計画 

ア サービス等利用計画作成におけるサービス担当者会議の開催、モニタリン

グの実施及びその記録が適正に行われていること。 

イ 利用者及びサービス提供事業者に対し、サービス等利用計画の説明・同

意・交付が行われていること。 

ウ サービス提供事業者に対し、個別支援計画の提出を求め、サービス等利用

計画と個別支援計画の連動性や整合性の確認が行われていること。 

 

② 感染症の予防及びまん延の防止 

ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に

開催し、従業員にその結果を周知徹底されていること。 

イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針が整備されていること。 

ウ 従業員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練が定

期的に実施されていること 
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３ 指導 

 

⑴ 指導の根拠法令等                              

 

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 10 条第１項 

② 児童福祉法第 57 条の３の２第１項 

③ いわき市指定障害福祉サービス事業者等指導監査要綱 

④ いわき市障害児通所支援事業者指導監査要綱 

 

 

⑵ 指導の方法                                 

 

① 集団指導・・・講習等の方法により行う。 

② 運営指導・・・原則として、対象施設・事業所内において、関係者から関係

書類等の説明を受けて、面談の方法により行う。  

 

 

⑶ 指導対象の選定                              

 

① 集団指導・・・指導すべき内容に応じて選定する。 

（全ての障害福祉サービス事業所等を対象としている。）  

 

② 運営指導・・・これまで実地指導を受けていない事業所、新たに指定を受け

た事業所、集団指導に出席していない事業所 等 

 

 

⑷ 運営指導の手続                              

 

① 実施通知 

原則１か月前までに文書により通知する。なお、あらかじめ通知したのでは当

該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認めら

れる場合は、指導開始時に文書により通知する。 

 

② 運営指導  

上記の方法で実施する。 

 

③ 文書による結果通知  

運営指導の結果を通知する。また、指摘の区分は以下の３区分とする。 

ア 文書指摘 
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イ 口頭指摘 

 ウ 助言 

 

④ 改善結果報告  

結果通知により文書指摘とした事項について、改善が確認できるまで報告を

求める。 過誤調整がある場合、適切に自主点検が行われたと認められるまで報

告を求める。必要に応じて文書又は職員の派遣等により改善状況、改善結果に

ついて確認する。  

 

⑤ 返還確認  

過誤調整がある場合は、事業所等に対し返還が確認できる書類の提出を求

め、過誤調整が完了したことを確認する。  

 

 

 

⑸ 監査への移行                                  

 

以下の状況を確認したときは、実地指導を中止し、直ちに監査を実施する。 

  

① 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に

危害が及ぶと判断した場合  

 

② 自立支援給付費等の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認

められる場合 
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４ 監査 

 

 ⑴ 監査の根拠法令等                             

 

① 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 48 条、第 51

条の 27、第 66 条 

② 児童福祉法第 21 条の５の 22、第 24 条の 34 

③ いわき市指定障害福祉サービス事業者等指導監査要綱 

④ いわき市障害児通所支援事業者等指導監査要綱 

 

 

⑵ 監査の対象                                

 

次の情報を踏まえて、指定基準違反等の有無について確認する必要があると認

める場合に行う。  

 

① 要確認情報  

・ 通報、苦情、相談等に基づく情報  

・ 相談支援事業等へ寄せられる苦情 

・ 給付費等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者  

 

② 運営指導において確認した情報  

運営指導において確認した指定基準違反等  

 

 

⑶ 監査の方法                                 

 

① 報告  

② 帳簿書類の提出又は提示  

③ 出頭  

④ 関係者に対する質問  

⑤ 事業所への立ち入り  

⑥ 事業所の設備、帳簿書類その他物件の検査  
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⑷ 監査の手続き                                

 

① 実施通知  

あらかじめ文書により事業者に通知する。ただし、緊急に監査を実施する必

要があると判断した場合、監査当日に通知することができる。また、実地指導を

実施中に監査に移行した場合は、口頭により監査を実施する旨通告する。 

 

② 監査の結果  

ア 改善勧告には該当しないものの改善を要する事項があると認められる場合、

文書により指導を行う。事業者は文書で改善報告を提出。改善報告について必

要があると認める場合は、文書又は職員派遣等により改善状況、改善結果につ

いて確認する。  

 

イ 指定基準違反等が認められた場合  

行政上の措置として改善勧告や行政処分を行う。  

 勧告 （行政指導） 

 命令  

  指定・許可の全部又は一部の効力の停止 

 指定・許可の取消  

 

 

※行政処分は聴聞等を

経て行う。 


